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【手続補正書】
【提出日】平成29年5月17日(2017.5.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソーシャルネットワーキング・システムの１つまたは複数のコンピューティング・デバ
イスが、サードパーティ・システムによってホストされるサードパーティ・ウェブサイト
上でメディア・プラグインを表示することの要求を受け取る工程であって、前記サードパ
ーティ・システムは、前記ソーシャルネットワーキング・システムとは別個である、工程
と、
　前記ソーシャルネットワーキング・システムの前記１つまたは複数のコンピュータ・シ
ステムが、前記サードパーティ・ウェブサイトに関連付けられているメディア・コンテン
ツを決定する工程と、
　前記ソーシャルネットワーキング・システムの前記１つまたは複数のコンピュータ・シ
ステムが、前記サードパーティ・ウェブサイトが現在前記ソーシャルネットワーキング・
システムにログインしているユーザによって閲覧されているか否かを判定する工程と、
　前記ソーシャルネットワーキング・システムの前記１つまたは複数のコンピュータ・シ
ステムが、少なくとも決定された前記サードパーティ・ウェブサイトに関連付けられてい
る前記メディア・コンテンツと、前記ユーザが現在前記ソーシャルネットワーキング・シ
ステムにログインしているか否かの前記判定とに基づいて、１つまたは複数のユーザ選択
可能なオブジェクトを決定する工程であって、前記ユーザ選択可能なオブジェクトは、決
定された前記メディア・コンテンツに関係するアクションを引き起こすように動作可能で
ある、オブジェクト決定工程と、
　前記ソーシャルネットワーキング・システムの前記１つまたは複数のコンピュータ・シ
ステムが、前記サードパーティ・ウェブサイト上の前記メディア・プラグインにおける表
示用に決定された前記１つまたは複数のユーザ選択可能なオブジェクトを提供する工程と
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、を備え、
　決定された前記１つまたは複数のユーザ選択可能なオブジェクトは、前記サードパーテ
ィ・ウェブサイト上の前記メディア・プラグインにおいて表示される選択可能なボタンを
含み、
　前記ユーザが現在前記ソーシャルネットワーキング・システムにログインしていると判
定される場合、前記サードパーティ・ウェブサイト上の前記メディア・プラグインにおい
て表示される前記１つまたは複数の選択可能なボタンは、前記ユーザのデジタル・ビデオ
・レコーダ（ＤＶＲ）またはセットトップ・ボックス（ＳＴＢ）を用いて前記サードパー
ティ・ウェブサイトに関連付けられている前記メディア・コンテンツを閲覧または記録す
るように構成されている選択可能なボタンを含み、
　前記ユーザが現在前記ソーシャルネットワーキング・システムにログインしていないと
判定される場合、前記サードパーティ・ウェブサイト上の前記メディア・プラグインにお
いて表示される前記１つまたは複数の選択可能なボタンは、選択されると前記ソーシャル
ネットワーキング・システムにログインするよう前記ユーザを促すように構成されている
ボタンを含み、
　前記ユーザが現在前記ソーシャルネットワーキング・システムにログインしていると判
定される場合に前記サードパーティ・ウェブサイト上の前記メディア・プラグインにおい
て表示される前記１つまたは複数の選択可能なボタンは、前記サードパーティ・ウェブサ
イトに関連付けられている前記メディア・コンテンツに基づき動的に変化する、方法。
【請求項２】
　前記サードパーティ・ウェブサイト上の前記メディア・プラグインにおける表示用に決
定された前記１つまたは複数のユーザ選択可能なオブジェクトは、決定された前記メディ
ア・コンテンツに関係するビデオを閲覧するためにビデオ・プレーヤを起動するように動
作可能であるビジュアル・ボタンを含み、前記ビデオ・プレーヤは、
　前記サードパーティ・ウェブサイト内に埋め込まれている前記ソーシャルネットワーキ
ング・システムのビデオ・プレーヤ、
　決定された前記メディア・コンテンツのコンテンツ・プロバイダのビデオ・プレーヤ、
　前記ユーザのコンピューティング・システム上にインストールされているネイティブ・
ビデオ・プレーヤ、または
　前記ユーザのウェブ・ブラウザのビデオ・プレーヤのうちの１つを含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　前記ソーシャルネットワーキング・システムの前記１つまたは複数のコンピュータ・シ
ステムが、前記ユーザが現在前記ソーシャルネットワーキング・システムにログインして
いると判定された場合、前記ユーザのための構成情報を決定する工程をさらに備え、前記
構成情報は、前記ユーザによって提供されるとともに前記ソーシャルネットワーキング・
システムによって記憶され、前記オブジェクト決定工程は、前記ユーザのための決定され
た前記構成情報にさらに基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記構成情報は、
　前記ユーザのためのマルチプルシステム・オペレータ（ＭＳＯ）加入パッケージのイン
ジケーションと、
　前記ユーザのＭＳＯのインジケーションと、
　前記ユーザのセットトップ・ボックス（ＳＴＢ）のためのログイン情報と、
　前記ユーザのデジタル・ビデオ・レコーダ（ＤＶＲ）のためのログイン情報と、
　オンデマンド・インターネット・ストリーミング・メディアのプロバイダに対する前記
ユーザのための加入情報と、
　前記ユーザの場所のインジケーションとのうちの１つまたは複数を含む、請求項３に記
載の方法。
【請求項５】
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　決定された前記メディア・コンテンツに関係する前記アクションは、
　決定された前記メディア・コンテンツに関連付けられているメディアを閲覧するための
リマインダを作成することと、
　決定された前記メディア・コンテンツに関連付けられているメディアのために前記ソー
シャルネットワーキング・システム上でイベントを作成することと、
　決定された前記メディア・コンテンツについて前記ソーシャルネットワーキング・シス
テムの他のユーザとチャットするためのインタフェースを提示することと、
　決定された前記メディア・コンテンツに関係するビデオを閲覧するためにビデオ・プレ
ーヤを起動することと、
　決定された前記メディア・コンテンツに関連付けられているメディアを記録するために
前記ユーザのＤＶＲまたはＳＴＢに命令を提供することと、
　決定された前記メディア・コンテンツに関連付けられているメディアを閲覧できるチャ
ネルに別のデバイスを同調するための命令を提供することと、
　前記ソーシャルネットワーキング・システムのソーシャル・グラフにエッジを作成する
ための命令を提供することであって、前記エッジは決定された前記メディア・コンテンツ
に関係することと、のうちの１つを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記１つまたは複数のユーザ選択可能なオブジェクトは、ソーシャルネットワーキング
・システムに現在ログインしているユーザによって選択されると、ユーザとソーシャル・
グラフにおける１つまたは複数の他のノードとの間に１つまたは複数のエッジを生成する
ように動作可能であり、前記ソーシャル・グラフは、複数のノードと前記ノードを接続す
るエッジとを含み、前記ノードは、前記ソーシャルネットワーキング・システムの特定の
ユーザに各々関連付けられているユーザ・ノードを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記１つまたは複数のユーザ選択可能なオブジェクトは、チャット・インターフェース
を起動するように動作可能なメッセージ・ボタンを含み、前記チャット・インターフェー
スは、１つまたは複数の選択可能なチャット・ルームを含み、前記チャット・ルームは、
　前記ユーザに関連付けられている１つまたは複数のソーシャル係数と、
　前記ユーザに関連付けられている好みアルゴリズムと、
　各チャット・ルームの参加者の数と、
　前記ユーザにとって利用可能なメディア・コンテンツとのうちの１つまたは複数に従っ
て順序付けられる、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記１つまたは複数のユーザ選択可能なオブジェクトは、チャット・インターフェース
を起動するように動作可能なメッセージ・ボタンを含み、前記方法は、
　前記ソーシャルネットワーキング・システムの前記１つまたは複数のコンピューティン
グ・デバイスが、前記チャット・インターフェース内における会話に適用するために１つ
または複数のタグを決定する工程と、
　決定された前記１つまたは複数のタグを前記会話に適用する工程と、をさらに備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記メディア・プラグインはフェイスパイルを含み、前記フェイスパイルは、前記ユー
ザの複数の友達であって、前記サードパーティ・ウェブサイトに関連付けられている前記
メディア・コンテンツを好むことを以前に表明した前記複数の友達に関するビジュアル・
インジケーションを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　ソーシャルネットワーキング・システムの１つまたは複数のコンピューティング・シス
テムにおける１つまたは複数の非一時的なコンピュータ可読記憶媒体であって、実行時、
　サードパーティ・システムによってホストされるサードパーティ・ウェブサイト上でメ
ディア・プラグインを表示することの要求を受け取る工程であって、前記サードパーティ
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・システムは、前記ソーシャルネットワーキング・システムとは別個である、工程と、
　前記サードパーティ・ウェブサイトに関連付けられているメディア・コンテンツを決定
する工程と、
　前記サードパーティ・ウェブサイトが現在前記ソーシャルネットワーキング・システム
にログインしているユーザによって閲覧されているか否かを判定する工程と、
　少なくとも決定された前記サードパーティ・ウェブサイトに関連付けられている前記メ
ディア・コンテンツと、前記ユーザが現在前記ソーシャルネットワーキング・システムに
ログインしているか否かの前記判定とに基づいて、１つまたは複数のユーザ選択可能なオ
ブジェクトを決定する工程であって、前記ユーザ選択可能なオブジェクトは、決定された
前記メディア・コンテンツに関係するアクションを引き起こすように動作可能である、オ
ブジェクト決定工程と、
　前記サードパーティ・ウェブサイト上の前記メディア・プラグインにおける表示用に決
定された前記１つまたは複数のユーザ選択可能なオブジェクトを提供する工程と、を行う
論理を具体化し、
　決定された前記１つまたは複数のユーザ選択可能なオブジェクトは、前記サードパーテ
ィ・ウェブサイト上の前記メディア・プラグインにおいて表示される選択可能なボタンを
含み、
　前記ユーザが現在前記ソーシャルネットワーキング・システムにログインしていると判
定される場合、前記サードパーティ・ウェブサイト上の前記メディア・プラグインにおい
て表示される前記１つまたは複数の選択可能なボタンは、前記ユーザのデジタル・ビデオ
・レコーダ（ＤＶＲ）またはセットトップ・ボックス（ＳＴＢ）を用いて前記サードパー
ティ・ウェブサイトに関連付けられている前記メディア・コンテンツを閲覧または記録す
るように構成されている選択可能なボタンを含み、
　前記ユーザが現在前記ソーシャルネットワーキング・システムにログインしていないと
判定される場合、前記サードパーティ・ウェブサイト上の前記メディア・プラグインにお
いて表示される前記１つまたは複数の選択可能なボタンは、選択されると前記ソーシャル
ネットワーキング・システムにログインするよう前記ユーザを促すように構成されている
ボタンを含み、
　前記ユーザが現在前記ソーシャルネットワーキング・システムにログインしていると判
定される場合に前記サードパーティ・ウェブサイト上の前記メディア・プラグインにおい
て表示される前記１つまたは複数の選択可能なボタンは、前記サードパーティ・ウェブサ
イトに関連付けられている前記メディア・コンテンツに基づき動的に変化する、媒体。
【請求項１１】
　前記サードパーティ・ウェブサイト上の前記メディア・プラグインにおける表示用に決
定された前記１つまたは複数のユーザ選択可能なオブジェクトは、決定された前記メディ
ア・コンテンツに関係するビデオを閲覧するためにビデオ・プレーヤを起動するように動
作可能であるビジュアル・ボタンを含み、前記ビデオ・プレーヤは、
　前記サードパーティ・ウェブサイト内に埋め込まれている前記ソーシャルネットワーキ
ング・システムのビデオ・プレーヤ、
　決定された前記メディア・コンテンツのコンテンツ・プロバイダのビデオ・プレーヤ、
　前記ユーザのコンピューティング・システム上にインストールされているネイティブ・
ビデオ・プレーヤ、または
　前記ユーザのウェブ・ブラウザのビデオ・プレーヤのうちの１つを含む、請求項１０に
記載の媒体。
【請求項１２】
　前記論理は、実行時、前記ユーザが現在前記ソーシャルネットワーキング・システムに
ログインしていると判定された場合、前記ユーザのための構成情報を決定する工程を行う
ようにさらに構成されており、前記構成情報は、前記ユーザによって提供されるとともに
前記ソーシャルネットワーキング・システムによって記憶され、前記オブジェクト決定工
程は、前記ユーザのための決定された前記構成情報にさらに基づく、請求項１０に記載の
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媒体。
【請求項１３】
　前記構成情報は、
　前記ユーザのためのマルチプルシステム・オペレータ（ＭＳＯ）加入パッケージのイン
ジケーションと、
　前記ユーザのＭＳＯのインジケーションと、
　前記ユーザのセットトップ・ボックス（ＳＴＢ）のためのログイン情報と、
　前記ユーザのデジタル・ビデオ・レコーダ（ＤＶＲ）のためのログイン情報と、
　オンデマンド・インターネット・ストリーミング・メディアのプロバイダに対する前記
ユーザのための加入情報と、
　前記ユーザの場所のインジケーションとのうちの１つまたは複数を含む、請求項１２に
記載の媒体。
【請求項１４】
　決定された前記メディア・コンテンツに関係する前記アクションは、
　決定された前記メディア・コンテンツに関連付けられているメディアを閲覧するための
リマインダを作成することと、
　決定された前記メディア・コンテンツに関連付けられているメディアのために前記ソー
シャルネットワーキング・システム上でイベントを作成することと、
　決定された前記メディア・コンテンツについて前記ソーシャルネットワーキング・シス
テムの他のユーザとチャットするためのインタフェースを提示することと、
　決定された前記メディア・コンテンツに関係するビデオを閲覧するためにビデオ・プレ
ーヤを起動することと、
　決定された前記メディア・コンテンツに関連付けられているメディアを記録するために
前記ユーザのＤＶＲまたはＳＴＢに命令を提供することと、
　決定された前記メディア・コンテンツに関連付けられているメディアを閲覧できるチャ
ネルに別のデバイスを同調するための命令を提供することと、
　前記ソーシャルネットワーキング・システムのソーシャル・グラフにエッジを作成する
ための命令を提供することであって、前記エッジは決定された前記メディア・コンテンツ
に関係することと、のうちの１つを備える、請求項１０に記載の媒体。
【請求項１５】
　ソーシャルネットワーキング・システムの１つまたは複数のプロセッサと、
　前記１つまたは複数のプロセッサに結合され、前記プロセッサによって実行可能な命令
を含むメモリと、を備え、前記１つまたは複数のプロセッサは、前記命令の実行時、
　サードパーティ・システムによってホストされるサードパーティ・ウェブサイト上でメ
ディア・プラグインを表示することの要求を受け取る工程であって、前記サードパーティ
・システムは、前記ソーシャルネットワーキング・システムとは別個である、工程と、
　前記サードパーティ・ウェブサイトに関連付けられているメディア・コンテンツを決定
する工程と、
　前記サードパーティ・ウェブサイトが現在前記ソーシャルネットワーキング・システム
にログインしているユーザによって閲覧されているか否かを判定する工程と、
　少なくとも決定された前記サードパーティ・ウェブサイトに関連付けられている前記メ
ディア・コンテンツと、前記ユーザが現在前記ソーシャルネットワーキング・システムに
ログインしているか否かの前記判定とに基づいて、１つまたは複数のユーザ選択可能なオ
ブジェクトを決定する工程であって、前記ユーザ選択可能なオブジェクトは、決定された
前記メディア・コンテンツに関係するアクションを引き起こすように動作可能である、オ
ブジェクト決定工程と、
　前記サードパーティ・ウェブサイト上の前記メディア・プラグインにおける表示用に決
定された前記１つまたは複数のユーザ選択可能なオブジェクトを提供する工程と、を行う
ように構成されており、
　決定された前記１つまたは複数のユーザ選択可能なオブジェクトは、前記サードパーテ
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ィ・ウェブサイト上の前記メディア・プラグインにおいて表示される選択可能なボタンを
含み、
　前記ユーザが現在前記ソーシャルネットワーキング・システムにログインしていると判
定される場合、前記サードパーティ・ウェブサイト上の前記メディア・プラグインにおい
て表示される前記１つまたは複数の選択可能なボタンは、前記ユーザのデジタル・ビデオ
・レコーダ（ＤＶＲ）またはセットトップ・ボックス（ＳＴＢ）を用いて前記サードパー
ティ・ウェブサイトに関連付けられている前記メディア・コンテンツを閲覧または記録す
るように構成されている選択可能なボタンを含み、
　前記ユーザが現在前記ソーシャルネットワーキング・システムにログインしていないと
判定される場合、前記サードパーティ・ウェブサイト上の前記メディア・プラグインにお
いて表示される前記１つまたは複数の選択可能なボタンは、選択されると前記ソーシャル
ネットワーキング・システムにログインするよう前記ユーザを促すように構成されている
ボタンを含み、
　前記ユーザが現在前記ソーシャルネットワーキング・システムにログインしていると判
定される場合に前記サードパーティ・ウェブサイト上の前記メディア・プラグインにおい
て表示される前記１つまたは複数の選択可能なボタンは、前記サードパーティ・ウェブサ
イトに関連付けられている前記メディア・コンテンツに基づき動的に変化する、システム
。
【請求項１６】
　前記サードパーティ・ウェブサイト上の前記メディア・プラグインにおける表示用に決
定された前記１つまたは複数のユーザ選択可能なオブジェクトは、決定された前記メディ
ア・コンテンツに関係するビデオを閲覧するためにビデオ・プレーヤを起動するように動
作可能であるビジュアル・ボタンを含み、前記ビデオ・プレーヤは、
　前記サードパーティ・ウェブサイト内に埋め込まれている前記ソーシャルネットワーキ
ング・システムのビデオ・プレーヤ、
　決定された前記メディア・コンテンツのコンテンツ・プロバイダのビデオ・プレーヤ、
　前記ユーザのコンピューティング・システム上にインストールされているネイティブ・
ビデオ・プレーヤ、または
　前記ユーザのウェブ・ブラウザのビデオ・プレーヤのうちの１つを含む、請求項１５に
記載のシステム。
【請求項１７】
　前記ソーシャルネットワーキング・システムの前記１つまたは複数のコンピュータ・シ
ステムが、前記ユーザが現在前記ソーシャルネットワーキング・システムにログインして
いると判定された場合、前記ユーザのための構成情報を決定する工程をさらに備え、前記
構成情報は、前記ユーザによって提供されるとともに前記ソーシャルネットワーキング・
システムによって記憶され、前記オブジェクト決定工程は、前記ユーザのための決定され
た前記構成情報にさらに基づく、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記構成情報は、
　前記ユーザのためのマルチプルシステム・オペレータ（ＭＳＯ）加入パッケージのイン
ジケーションと、
　前記ユーザのＭＳＯのインジケーションと、
　前記ユーザのセットトップ・ボックス（ＳＴＢ）のためのログイン情報と、
　前記ユーザのデジタル・ビデオ・レコーダ（ＤＶＲ）のためのログイン情報と、
　オンデマンド・インターネット・ストリーミング・メディアのプロバイダに対する前記
ユーザのための加入情報と、
　前記ユーザの場所のインジケーションとのうちの１つまたは複数を含む、請求項１７に
記載のシステム。
【請求項１９】
　決定された前記メディア・コンテンツに関係する前記アクションは、
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　決定された前記メディア・コンテンツに関連付けられているメディアを閲覧するための
リマインダを作成することと、
　決定された前記メディア・コンテンツに関連付けられているメディアのために前記ソー
シャルネットワーキング・システム上でイベントを作成することと、
　決定された前記メディア・コンテンツについて前記ソーシャルネットワーキング・シス
テムの他のユーザとチャットするためのインタフェースを提示することと、
　決定された前記メディア・コンテンツに関係するビデオを閲覧するためにビデオ・プレ
ーヤを起動することと、
　決定された前記メディア・コンテンツに関連付けられているメディアを記録するために
前記ユーザのＤＶＲまたはＳＴＢに命令を提供することと、
　決定された前記メディア・コンテンツに関連付けられているメディアを閲覧できるチャ
ネルに別のデバイスを同調するための命令を提供することと、
　前記ソーシャルネットワーキング・システムのソーシャル・グラフにエッジを作成する
ための命令を提供することであって、前記エッジは決定された前記メディア・コンテンツ
に関係することと、のうちの１つを備える、請求項１５に記載のシステム。
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